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入札参加資格停止の措置について 
 

 

１ 概 要 

多治見土木事務所発注の「公共 大規模特定河川事業（広域河川）（土岐橋下部工）（債

務）工事」において、（株）今井土木が仮設歩道を設置した際に、フェンスの設置等の転

落防止措置を講じなかったため、通行人が水路に転落し、負傷する事故が生じた。 

 

２ 対 応 

「岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」第２第１項及び別表

第１第５号の規定に基づき、入札参加資格の停止措置を講じる。 

 

３ 停止措置業者   

   （株）今井土木（本店：瑞浪市）  

 

４ 停止期間 

令和６年６月１３日から８月１２日まで（２カ月） 

 

５ 参 考 

〇「岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」（抜粋） 

（資格停止） 

第２ 知事は、有資格業者が別表第１又は別表第２に掲げる措置要件のいずれかに該

当する場合は、それぞれ同表に定める期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当

該有資格業者について資格停止を行うものとする。 

 

別表第１ 

措    置    要    件 期    間 

（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 

５ 県工事の施工に当たり､安全管理の措置が不適切であったため､公衆 

  に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。) 

  を与えたと認められるとき。 

１カ月以上６カ月以内 

 


